
   境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金（以下「本補助
金」という｡）の交付について、境港市補助金等交付規則（昭和33年境港市規則第
10号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす
る。 

 （目的） 
第２条 本補助金は、外国人技能実習生等を受入れる市内事業者が水際対策に対応す
るため、外国人技能実習生等がホテル等に宿泊した場合の費用を補助することによ
り、感染症対策及び安定した事業継続を図ることを目的とする。 

 （定義） 
第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。 

（１）水際対策の対応 新型コロナウイルス感染症の影響により、日本への入国時の
検疫において外国人技能実習生等に対して求められる対応のうち、当該入国の日
の翌日から起算して政府が示す経過観察措置期間、ホテル等に待機することをい
う。 

（２）外国人技能実習生等 日本に入国した日本国籍を有しない者であって、出入国
管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下「法」という。）別表第１の
２及び別表第１の５のうち別記に定める在留資格を有する者をいう。 

 （補助金の交付） 
第４条 市は、第２条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる補助対象者

に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 
２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第２欄に掲げる経費（以下「補助対象 
 経費」という。）の額に、同表の第３欄に定める率を乗じて得た額（同表の第３欄 
 に定める額を限度とする。）以下とする。 
 （補助金の不交付） 
第５条 補助対象者が次の各号に該当する場合、本補助金は交付しない。 
（１）境港市暴力団排除条例（平成23年境港市条例第14号）第２条第１号に規定する

暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、
若しくはこれらと密接な関係を有する者 

（２）境港市税（納期限の到来しないものを除く。）の滞納がある者（ただし、境港
市税条例（昭和30年境港町条例第６号）に定める新型コロナウイルス感染症等に
係る徴収猶予の特例手続きにより、徴収猶予の許可を得ている場合を除く。） 

 （補助金の交付申請） 
第６条 本補助金の交付を受けようとする補助対象者は、境港市外国人技能実習生等
入国時滞在費補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、
水際対策等に対応するため外国人材等がホテル等に宿泊した最後の日が属する年度
の３月31日までに市長に申請しなければならない。 

（１）別紙 外国人技能実習生等名簿 
（２）在留資格及び入国日を証する書類（申請に係る外国人材の在留カードの写し。

ただし、交付年月日が入国日と異なる場合は、在留カードの写しに加え、パスポ
ートのスタンプ（証印）のページの写し） 

（３）市内に所在する事業所で雇用した外国人技能実習生等であることを証する書類
（技能実習の場合は、技能実習計画認定申請書の写し及び技能実習計画認定通知
書の写し、特定技能など指定書が交付されている場合はパスポートの指定書のペ
ージの写し（指定書に記載の「本舗の公私の機関」の所在地が市外の場合は、当
該ページの写しに加え、雇用契約書の写し）、その他の場合は在留資格認定証明
書の写し及び雇用契約書の写し） 

（４）補助対象経費の領収書（利用者、利用日、１人１日当たり要した費用がわかる
もの）の写し 



（５）役員等名簿（様式第２号） 
（６）境港市税の納付状況調査同意書（様式第３号） 
（７）その他市長が必要と認める書類 
 （交付決定） 
第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行
うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付
決定通知書（様式第４号。以下「交付決定通知」という。）によるものとする。 

 （補助金の交付請求） 
第８条 本補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による交付決定通知書を
受理した日から30日以内に、境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付請
求書（様式第５号）に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならな
い。 

 （補助金の返還等） 
第９条 市長は、本補助金の交付を受けた者が虚偽の方法によって本補助金の交付を
受けたことが明らかになったときは、本補助金の交付を取りやめ、又は既に交付し
た本補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （雑則） 
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、市長

が別に定める。 
   附 則 
 この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
 



別記（第３条関係） 
 
 第３条第２号に定める在留資格は、次のとおりとする。 
  出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下「法」という。）別表
第１の２に定める下記の在留資格 

   高度専門職 
   経営・管理 
   法律・会計業務 
   医療 
   研究 
   技術・人文知識・国際業務 
   介護 
   技能 
   特定技能 
   技能実習 
  法別表第１の５に定める特定活動のうち、法第７条第１項第２号の規定に基づき

同法別表第１の５の表の下欄に掲げる活動を定める件（平成２年法務省告示第131
号）16号、17号、20号から22号まで、27号から29号まで、若しくは32号の活動に従
事する者 

 
 
 
 
 



別表（第４条関係） 
１ 

補助対象者 ２ 
補助対象経費 ３ 

補助金額 
境港市内に外国人技能実習生等の就労

場所を有する事業者（事業者には、企業

のほか、農林水産業者、個人事業主等を

含む。） 水際対策への対応のため

に補助対象者が負担した宿

泊費（外国人技能実習生等

に係るものに限り、出張に

係るものは除く。） 

※消費税及び地方消費税は

対象経費に含めない。 

・補助対象経費の１／３ 

・１事業所あたり５人を上限と

する。 

・外国人技能実習生等１人につ

き１泊あたりの補助金額は２

千円を上限額とする。 

（ただし，宿泊日数について

は，政府が示す経過観察措置

期間を上限とする。） 

   



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

境港市長 様 

                  申請者 住所（所在地） 

                      氏名（名 称）             

 

境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付申請書 

 

      年度境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金について、次のとおり交付を受けたいの

で、境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付要綱第６条の規定により申請します。 

 

１ 補助金の名称 境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金 

 

２ 補助金交付申請額         円 

 

  対象経費等 

１泊１人あたり宿泊費（Ａ）           円 
※消費税及び地方消費税は対象経費に含めない 

１泊１人あたり補助金額（Ｂ） 
（Ａ×1/3）※１円未満切り捨て 円 

※補助上限額２千円を超える場合は２千円 
泊数（Ｃ） 泊 

人数（Ｄ） 人 
※１事業所あたり５人を上限とする 

補助対象経費（Ａ×Ｃ×Ｄ） 円 
補助金額（Ｂ×Ｃ×Ｄ） 円 

 

３ 事業者情報 

法人名  

事業所名  

事業所住所 〒 

 

担当者名  

連絡先（電話番号）  

 

４ 添付書類 

（１）別紙 外国人技能実習生等名簿 

（２）在留資格及び入国日を証する書類（申請に係る外国人材の在留カードの写し。ただし、交付年月日  

  が入国日と異なる場合は、在留カードの写しに加え、パスポートのスタンプ（証印）のページの写 

  し） 

（３）市内に所在する事業所で雇用した外国人技能実習生等であることを証する書類（技能実習の場合は、 

  技能実習計画認定申請書の写し及び技能実習計画認定通知書の写し、特定技能など指定書が交付され 

  ている場合はパスポートの指定書のページの写し（指定書に記載の「本舗の公私の機関」の所在地が 

  市外の場合は、当該ページの写しに加え、雇用契約書の写し）、その他の場合は在留資格認定証明書 

  の写し及び雇用契約書の写し） 

（４）補助対象経費の領収書（利用者、利用日、１人１日あたり要した費用がわかるもの）の写し 

（５）役員等名簿（様式第２号） 

（６）境港市税の納付状況調査同意書（様式第３号） 

（７）その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第６条関係） 

 

役 員 等 名 簿 

事 業 所 名  

所  在  地  

役 職 名 等 
ふ り が な 

氏    名 
生 年 月 日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

備考 

１ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有

する代表者、理事等、個人にあっては当該個人）の氏名、生年月日を記載してください。 

２ 提出にあたっては、氏名、生年月日等の個人情報が、境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金

交付要綱（以下「補助金交付要綱」という。）第５条第１号に該当するか否かの確認のために提供され

利用されることについて、当該名簿に記載されている者の同意を取ってください。 

３ この名簿は、２に掲げる要件の確認のために使用し、それ以外の目的には使用しません。 

 

    年  月  日 

 

 補助金交付要綱第５条第１号に該当するか否かを確認するため、境港警察署へ照

会されることに役員等を代表して同意します。 

 

           代表者職氏名                 印 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

境港市税の納付状況調査同意書 

 境 港 市 長  様 

    年度境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金を申請するに当たり、補助対象者名義及び

代表者個人名義の境港市税の納付状況について境港市が調査し、その結果を交付決定に利用することに同

意します。 

 

【申 請 者】（本社・本店）     年  月  日 

住所（所在地） 

〒 

 

○印 

氏名（名称）  

※ 記載上の注意 

 １ 境港市に本店・支店・営業所等がある場合のみ提出 

 ２ 本書は、境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金の交付決定のために使用し、それ以外の目 

 的には使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

                            第           号 

                                年   月   日 

 

       様 

 

                               境港市長    印 

 

 

 年度境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金（以下「本補助

金」という。）については、境港市補助金等交付規則（昭和33年境港市規則第10号。以下「規則」とい

う。）第６条第１項及び境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付要綱（以下「補助金交付要

綱」という。）の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第７条第１項及び補助

金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記  
１ 対象事業 

  本補助金の補助活動の内容は、申請書記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された

場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

   （１）算定基準額    金         円 

   （２）交付決定額    金         円 

 

３ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助活動の遂行等に当たっては、規則及び補助金交付要綱の規定に従わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

 

境港市外国人技能実習生等入国時滞在費補助金交付請求書 

 

 

金            円 

 

 

    年   月   日付      第   号をもって交付決定のあった境港市外国人技能実習

生等入国時滞在費補助金として、上記のとおり請求します。 

 

 

       年   月   日 

 

                   住所（所在地） 

 

                   氏名（名 称）               

 

 

境港市長  様 

 

＜振込口座＞ 

金融機関名 振込口座 

      銀行       支店 

    信用金庫       支所 

      農協      出張所 

 普通 

 当座 

口座名義人 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

（ 漢 字 ） 

※交付決定通知書の写しを添付してください。 

 

 

 

 


